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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

 

回次
第39期

第２四半期
累計期間

第40期
第２四半期
累計期間

第39期

会計期間
自　2019年４月１日
至　2019年９月30日

自　2020年４月１日
至　2020年９月30日

自　2019年４月１日
至　2020年３月31日

売上高 （千円） 6,781,501 4,948,609 12,683,003

経常利益又は経常損失（△） （千円） 319,826 △23,661 196,303

四半期（当期）純利益又は四半期純

損失（△）
（千円） 192,631 △120,044 31,149

持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － －

資本金 （千円） 934,682 934,682 934,682

発行済株式総数 （株） 4,703,063 4,703,063 4,703,063

純資産額 （千円） 5,773,381 5,322,177 5,506,831

総資産額 （千円） 9,258,642 9,964,668 8,297,758

１株当たり四半期（当期）純利益金

額又は１株当たり四半期純損失金額

（△）

（円） 40.96 △25.53 6.62

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） 20.00 10.00 35.00

自己資本比率 （％） 62.4 53.4 66.4

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △224,782 63,133 △450,330

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） 8,684 △7,447 56,959

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △172,224 1,854,339 △347,830

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高
（千円） 1,481,331 3,038,478 1,128,452

 

回次
第39期

第２四半期
会計期間

第40期
第２四半期
会計期間

会計期間
自　2019年７月１日
至　2019年９月30日

自　2020年７月１日
至　2020年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 30.60 33.42

（注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 前第２四半期累計期間及び第39期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。また、当第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３ 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容に重

要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
 
　なお、当第２四半期累計期間における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについては、ある一
定の仮定を置いた上で会計上の見積りを実施し、会計処理に反映しております。
　その内容につきましては、「第４　経理の状況　１　四半期財務諸表　注記事項　追加情報」に記載の通りであ
ります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況

　当第２四半期の国内景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により急速に悪化し、極めて厳しい状況となり、
IT企業など一部の業種を除き、総じて企業収益も大幅に減少しました。小売業界につきましては、政府による緊急
事態宣言発出に伴う休業や時短営業の実施に加え、外出自粛ムードもあり、百貨店などのリアル店舗は来店客数が
大幅に減少する等、非常に厳しい経営環境となりました。一方在宅率の上昇に伴い、いわゆる「巣ごもり消費」関
連商品や通販事業者への需要が大きく伸長するなど、業種や業態によって明暗が大きく分かれることとなりまし
た。
 
（直営店商品販売事業）
　主力であるハウス オブ ローゼ直営店部門は、緊急事態宣言発出以降、期間の長短はあるもののほぼ全店が休業

を余儀なくされました。その間、本部を中心にお客様からの注文体制を整備し、ネット通販への誘導や通販を介し
た商品出荷などに努めましたが、４～５月度店舗売上高は前年同期比63.5％減となりました。その後、緊急事態宣
言解除を受け徐々に店舗再開となり、６月に入り全店再開しましたが、感染防止対策を実施する中で、コロナ禍で
当社の販売方法の基本である“お客様の肌に「触れる」接客”が制限され、売上が減少すると共にスキンケア販売
も厳しい状況となりました。また在宅率の上昇や大都市の密集を避ける形で都心部主力店舗の来店客数が減少し、
郊外店舗に客足が移行する状況も見受けられました。出退店につきましては、「そごう・西武」など館の閉鎖が主
となり７店舗退店、一方退店店舗の代替店として５店舗出店しましたので、第２四半期末店舗数は、期初より２店
舗減の205店舗となりました。ハウス オブ ローゼ直営店部門は、店舗再開後から徐々に持ち直してきたものの、

第２四半期累計期間売上高は、前年同期比28.8％減となりました。
　一方ネット通販事業は、店舗休業中の需要増に対応すべく受注体制を強化、また４月から開始したAmazonモール
への出品も好調に推移した結果、新規顧客数及び会員数が大幅に増加し、売上高は前年同期比166％増と大きく伸
長しました。
 以上の結果、当事業売上高は39億96百万円(前年同期比22.0％減）、一方経費に関し、休業期間の店舗に係るス

タッフ人件費や店舗家賃等の固定費部分について臨時性があると判断し、特別損失として計上したこと、及びネッ
ト通販の利益が増加しましたが、営業利益は37百万円（前年同期比69.4％減）となりました。
 
（直営店サービス事業）
　リラクゼーションサロン事業は、全て首都圏と関西圏での店舗展開のため、緊急事態宣言により全店舗が休業と
なりました。５月中旬以降徐々に再開し６月に入り全店が再開に至り、感染防止対策を講じつつ来店施策に努めま
した。中でもオンライン予約システムの稼働率が上昇し、売上にも寄与しましたが、全体を通して客数の減少は否
めず、売上高は前年同期比42.5%減となりました。
　またカーブス事業は、全て首都圏での店舗展開のため、緊急事態宣言により全店舗が５月末まで休業となりまし
た。再開後はカーブスジャパン本部の基準に準拠した感染防止策を徹底し運営していますが、高齢会員を中心に退
会者やコロナ対策による特別休会制度利用者が増加しました。現在特別休会者の復帰に注力していますが、売上高
は前年同期比44.2％減となりました。
 以上の結果、当事業売上高は３億96百万円（前年同期比43.4％減）、当事業においても原価計上しているスッタ

フ人件費や店舗家賃等の固定費部分を特別損失計上しましたが、売上の減少幅が大きく、営業損失は38百万円（前
年同期営業利益60百万円）となりました。
 
（卸販売事業）
　店舗向け卸売につきましては、個人オーナー店舗では４～５月に約３割の店舗が休業となり、再開後もハウス

オブ ローゼ直営店同様、売上が減少する等苦戦を強いられました。一方、大手量販店では食料品を取り扱う店舗

は営業継続となり、コンサルティング販売は影響があったものの、セルフ型店舗では既存店ベース売上で前年同期
を確保すると共に出店数も着実に増加、両部門合計売上高で前年同期比6.8%減に留まりました。
　また中国越境EC売上は、市場環境の回復の遅れや競争の激化もあり前年同期比85％減と大幅な減少となりまし
た。
 以上の結果、当事業売上高は５億55百万円（前年同期比42.1％減）、営業損失は42百万円（前年同期営業利益１

億32百万円）となりました。
 
 以上、当第２四半期累計期間における売上高は新型コロナウイルス感染症の影響を強く受け、49億48百万円（前

年同期比27.0％減）となりました。経費面では、休業期間中も従業員給与は全額保証したことから、営業を通じて
家賃低減交渉を行う等、全面的に経費の削減に取り組みました。さらに店舗休業に係る売上原価、物件費及び人件
費の固定部分、合計２億64百万円を特別損失として計上したため、営業損失は44百万円（前年同期営業利益３億15
百万円）となりました。一方、雇用調整助成金１億98百万円等を営業外収益及び特別利益に計上したため、四半期
純損失は１億20百万円（前年同期四半期純利益１億92百万円）となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、30億38百万円(前年

同四半期は14億81百万円）となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は63百万円（前年同四半期２億24百万円使用）となりました。

　これは主にたな卸資産の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は７百万円（前年同四半期８百万円取得）となりました。

　これは主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は18億54百万円（前年同四半期１億72百万円使用）となりました。

　これは主に短期借入れによる収入によるものであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期累計期間において事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありま

せん。

 

(4) 研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2020年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2020年11月11日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,703,063 4,703,063
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 4,703,063 4,703,063 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2020年７月１日～

2020年９月30日
－ 4,703,063 － 934,682 － 1,282,222

 
 

（５）【大株主の状況】

  2020年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

株式会社ワコールホールディングス 京都府京都市南区吉祥院中島町29番地 1,000 21.26

株式会社ローズエージェンシー 東京都港区赤坂２丁目21番７号 518 11.02

株式会社アイスタイル 東京都港区赤坂１丁目12番32号 260 5.52

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 東京都港区浜松町２丁目11番３号 126 2.69

安原　淳子 東京都台東区 80 1.70

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 71 1.51

ハウスオブローゼ従業員持株会 東京都港区赤坂２丁目21番７号 62 1.33

株式会社日本カストディ銀行（信託口５） 東京都中央区晴海１丁目８番12号 46 0.99

永井　たき枝 神奈川県横浜市青葉区 39 0.84

みずほ信託銀行株式会社 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 39 0.82

計 － 2,244 47.73
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2020年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 500 －
権利内容に何ら限定のない当社

における標準となる株式

完全議決権株式（その他） 普通株式 4,700,700 47,007 同上

単元未満株式 普通株式 1,863 － 同上

発行済株式総数  4,703,063 － －

総株主の議決権  － 47,007 －

（注）　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式92株が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2020年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式
数の合計
（株)

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

株式会社ハウスオブローゼ 東京都港区赤坂２丁目21番７号 500 － 500 0.0

計 － 500 － 500 0.0

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間（2020年７月１日から2020年９

月30日まで）及び第２四半期累計期間（2020年４月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期財務諸表について、

EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について
　「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項によ

り、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集

団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいもの

として、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

①　資産基準　　　　　　　　 　  0.62％

②　売上高基準　　　　　　   　    －％

③　利益基準　　　　　　　　 　　　2.44％

④　利益剰余金基準　　　　 　　　 0.36％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。

 

EDINET提出書類

株式会社　ハウス　オブ　ローゼ(E03266)

四半期報告書

 7/17



１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(2020年３月31日)
当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,558,452 3,468,478

売掛金 816,824 787,219

商品及び製品 1,984,373 1,774,986

その他 26,335 22,235

貸倒引当金 △1,376 △1,364

流動資産合計 4,384,610 6,051,554

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 362,746 355,885

工具、器具及び備品（純額） 19,618 16,431

土地 1,369,668 1,369,668

リース資産（純額） 130,573 142,735

有形固定資産合計 1,882,607 1,884,721

無形固定資産 228,174 193,039

投資その他の資産   

差入保証金 585,220 579,693

その他 1,217,145 1,255,660

投資その他の資産合計 1,802,365 1,835,353

固定資産合計 3,913,148 3,913,114

資産合計 8,297,758 9,964,668

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 207,790 183,966

電子記録債務 309,217 237,641

短期借入金 － 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 － 100,000

未払法人税等 － 65,259

賞与引当金 183,082 146,599

その他 607,799 579,207

流動負債合計 1,307,890 2,812,674

固定負債   

長期借入金 － 400,000

退職給付引当金 1,132,545 1,122,831

役員退職慰労引当金 76,014 81,014

資産除去債務 9,578 9,978

その他 264,899 215,993

固定負債合計 1,483,036 1,829,817

負債合計 2,790,927 4,642,491

純資産の部   

株主資本   

資本金 934,682 934,682

資本剰余金 1,282,222 1,282,222

利益剰余金 4,181,124 3,990,542

自己株式 △655 △655

株主資本合計 6,397,373 6,206,791

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 80,391 86,320

土地再評価差額金 △970,933 △970,933

評価・換算差額等合計 △890,541 △884,613

純資産合計 5,506,831 5,322,177

負債純資産合計 8,297,758 9,964,668
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(2)【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

売上高 6,781,501 4,948,609

売上原価 1,954,649 1,444,528

売上総利益 4,826,852 3,504,081

販売費及び一般管理費 ※１ 4,511,598 ※１ 3,548,490

営業利益又は営業損失（△） 315,254 △44,409

営業外収益   

受取利息 741 732

受取配当金 1,985 1,968

不動産賃貸料 583 381

受取給付金 － 2,020

受取助成金 － 17,801

その他 4,820 4,152

営業外収益合計 8,130 27,057

営業外費用   

支払利息 3,314 6,032

その他 243 277

営業外費用合計 3,557 6,309

経常利益又は経常損失（△） 319,826 △23,661

特別利益   

受取助成金 － ※２ 182,208

特別利益合計 － 182,208

特別損失   

投資有価証券評価損 － 6,245

減損損失 － 488

臨時休業による損失 － ※３ 264,055

特別損失合計 － 270,789

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 319,826 △112,242

法人税、住民税及び事業税 101,108 41,804

法人税等調整額 26,086 △34,002

法人税等合計 127,195 7,802

四半期純利益又は四半期純損失（△） 192,631 △120,044

 

EDINET提出書類

株式会社　ハウス　オブ　ローゼ(E03266)

四半期報告書

 9/17



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 319,826 △112,242

減価償却費 84,168 86,993

受取助成金 － △200,009

減損損失 － 488

貸倒引当金の増減額（△は減少） △129 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,162 △36,483

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,189 △9,713

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,490 5,000

受取利息及び受取配当金 △2,726 △2,701

支払利息 3,314 6,032

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,245

売上債権の増減額（△は増加） 11,345 29,604

たな卸資産の増減額（△は増加） △457,906 209,387

仕入債務の増減額（△は減少） 85,965 △95,400

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,162 △6,694

未払費用の増減額（△は減少） △33,584 △16,768

その他の流動資産の増減額（△は増加） 15,135 △10,011

その他の流動負債の増減額（△は減少） △35,878 △15,164

その他の固定資産の増減額（△は増加） △10,193 △1,932

その他の固定負債の増減額（△は減少） △11,144 △7,733

小計 △46,509 △171,115

利息及び配当金の受取額 2,722 2,700

助成金の受取額 － 200,009

利息の支払額 △3,314 △6,032

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △177,681 37,571

営業活動によるキャッシュ・フロー △224,782 63,133

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △530,000 △430,000

定期預金の払戻による収入 530,000 430,000

有形固定資産の取得による支出 － △10,259

投資有価証券の取得による支出 △2,124 △2,168

差入保証金の差入による支出 △4,100 △7,217

差入保証金の回収による収入 14,909 12,196

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,684 △7,447

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 150,000 1,500,000

短期借入金の返済による支出 △150,000 －

長期借入れによる収入 － 500,000

リース債務の返済による支出 △78,175 △75,122

配当金の支払額 △94,049 △70,537

財務活動によるキャッシュ・フロー △172,224 1,854,339

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △388,322 1,910,025

現金及び現金同等物の期首残高 1,869,654 1,128,452

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,481,331 ※ 3,038,478
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【注記事項】

（追加情報）

　（新型コロナウィルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

　第１四半期会計期間の四半期報告書（追加情報）に記載した新型コロナウィルス感染症の影響に関する会計上

の見積りの仮定について、重要な変更はありません。

 

（四半期損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

 
　前第２四半期累計期間
（自 2019年４月１日

　　至 2019年９月30日）

　当第２四半期累計期間
（自 2020年４月１日

　　至 2020年９月30日）

給料手当 1,385,814千円 1,131,166千円

店舗家賃 1,343,935 957,517

法定福利費・福利厚生費 359,130 278,345

広告宣伝費 279,674 213,599

賞与引当金繰入額 180,178 132,999

 

※２　受取助成金

新型コロナウィルス感染症の影響に伴う特例措置の適用を受けた雇用調整助成金を特別利益に計上しております。

 

※３　臨時休業による損失

臨時休業による損失の主な内訳は、臨時休業中の店舗で発生した店舗スタッフ人件費、店舗家賃、減価償却費等の

固定費を計上しております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 2020年４月１日
至 2020年９月30日）

現金及び預金 2,011,331千円 3,468,478千円

預入期間が３か月超の定期預金 △530,000 △430,000

現金及び現金同等物 1,481,331 3,038,478
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自2019年４月１日 至2019年９月30日）

　１.　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年５月14日

取締役会
普通株式 94,049 20.00 2019年３月31日 2019年６月６日 利益剰余金

 

　　　　　２.　基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末日後
となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月１日

取締役会
普通株式 94,049 20.00 2019年９月30日 2019年12月６日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自2020年４月１日 至2020年９月30日）

　１.　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月14日

取締役会
普通株式 70,537 15.00 2020年３月31日 2020年６月８日 利益剰余金

 

　　　　　２.　基準日が当第２四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期会計期間末日後
となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年11月４日

取締役会
普通株式 47,024 10.00 2020年９月30日 2020年12月７日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自2019年４月１日　至2019年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 直営店商品販売事業 直営店サービス事業 卸販売事業 合計

売上高     

外部顧客への売上高 5,121,731 701,145 958,625 6,781,501

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 5,121,731 701,145 958,625 6,781,501

セグメント利益 122,194 60,460 132,599 315,254

（注）セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異

調整に関する事項）

　　該当事項はありません。

 

３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自2020年４月１日　至2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 直営店商品販売事業 直営店サービス事業 卸販売事業 合計

売上高     

外部顧客への売上高 3,996,561 396,602 555,445 4,948,609

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － －

計 3,996,561 396,602 555,445 4,948,609

セグメント利益又は損失（△） 37,363 △38,970 △42,801 △44,409

（注）セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。

 

２．報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異

調整に関する事項）

　　該当事項はありません。

 

３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）
40円96銭 △25円53銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）（千円） 192,631 △120,044

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半期純損失金額

（△）（千円）
192,631 △120,044

普通株式の期中平均株式数（千株） 4,702 4,702

　（注）前第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記

載しておりません。また、当第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株

当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【その他】

　2020年11月４日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額　　　　　　　 　 47,024千円

（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　 　 　10円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　　2020年12月７日

（注）2020年９月30日現在の株主名簿に記載または記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

 

2020年11月11日

株式会社ハウス オブ ローゼ

取　締　役　会　御 中

 

E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 新　　居　　伸　　浩　印

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 堀　　井　　秀　　樹　印

 

     

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ハ

ウス オブ ローゼの2020年４月１日から2021年３月31日までの第40期事業年度の第２四半期会計期間(2020年７月１日

から2020年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(2020年４月１日から2020年９月30日まで)に係る四半期財務諸表、

すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ハウス オブ ローゼの2020年９月30日現在の財政状態並びに

同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを

行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、

また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手し

たと判断している。

 

四半期財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸

表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成

し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に基づいて継続企業

に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四

半期財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められない

かどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書
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において四半期財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期財務諸表の注記事

項が適切でない場合は、四半期財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監

査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は

継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準

に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期財務諸表

の表示、構成及び内容、並びに四半期財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる

事項が認められないかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発

見事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び

に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガード

を講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　 以　 上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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